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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光に対して透過性を有する基板及び該基板の一方面側に設けられた有機ＥＬ素子を備え
る表示装置において、
　前記有機ＥＬ素子を間に挟んで前記基板と対向配置され、前記基板側に向けて光を照射
する照射部を備え、
　前記有機ＥＬ素子は前記照射部から照射された光を透過する有機ＥＬ素子であり、
　当該表示装置が、前記照射部から照射された光が表示される部分と、少なくとも前記有
機ＥＬ素子の光が表示される画素部とで色分けされた画像表示が可能であり、
　前記照射部は導光板であり、当該表示装置は前記導光板の側方から前記導光板に光を入
射させる入射手段を備える、表示装置。
【請求項２】
　有機ＥＬ素子が、ストライプ状にパターン化された陽極層と、前記陽極層上に形成され
た有機層と、前記有機層上において前記陽極層と交差するようにストライプ状にパターン
化された陰極層とから構成され、前記陽極層と前記陰極層とでマトリックスが形成されて
おり、両者が交差する部分で前記画素部が構成されている、請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　当該表示装置が、前記照射部から照射された光が表示される部分と、前記照射部から照
射された光及び前記有機ＥＬ素子の光が足しあわされた光が表示される画素部とで色分け
された画像表示が可能である、請求項１又は２記載の表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機ＥＬを用いて画像を表示する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬを用いた表示装置は、省電力、高輝度、軽量、高視野角等の多くの利点を有し
ており、盛んに検討が進められているところである。例えば、２枚の有機ＥＬパネルを重
ねた構造を有し、それぞれの有機ＥＬパネルの光をエリアを区切って取り出すことによっ
て二色表示を可能にした表示装置が提案されている（特許文献１）。
【特許文献１】特開平１１－１１９６９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記従来の表示装置は、それぞれの有機ＥＬの発光色をエリアに区切って単に
そのまま取り出すものであり、表示パターンに自由度を持たせることができなかった。
【０００４】
　そこで、本発明は、有機ＥＬを用いた表示装置において、表示パターンに自由度を持た
せることを目的とする。
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、光に対して透過性を有する基板及び該基板の一方面側に設けられた有機ＥＬ
素子を備える表示装置において、有機ＥＬ素子を間に挟んで基板と対向配置され、基板側
に向けて光を照射する照射部を備え、有機ＥＬ素子は照射部から照射された光を透過する
有機ＥＬ素子である、表示装置である。
【０００６】
　上記本発明に係る表示装置の場合、照射部から照射された光が光を透過する有機ＥＬ素
子を透過して基板側に取り出される。したがって、照射部から光を照射した状態で有機Ｅ
Ｌ素子を所定の位置で点灯又は消灯することにより、照射部の光が表示される部分と、照
射部の光及び有機ＥＬ素子の光が足しあわされた光が表示される部分とで色分けされた二
色表示が可能である。また、照射部から光を照射させずに有機ＥＬ素子の光だけを表示す
ることもできる。すなわち、３色の光によって画像表示を行うことが可能である。そして
、有機ＥＬ素子に画像情報を入力することで、表示パターンに自由度を持たせることが可
能である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の表示装置によれば、表示パターンに自由度を持たせることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を適宜参照しながら詳細に説明する。
【０００９】
　図１は、表示装置の一実施形態を示す平面図であり、図２は図１のＩＩ－ＩＩ線に沿っ
た断面図である。図１、２に示す表示装置１００は、矩形状の主面を有する基板１と、基
板１上に設けられた有機ＥＬ素子３と、有機ＥＬ素子３を内包する密閉空間４０が形成さ
れるように基板１に対して固定されている封止板７と、を備えている。表示装置１００は
基板１側に文字等の画像を表示する。有機ＥＬ素子３の背面側（基板１と反対側）には導
光板５が板状の照射部として設けられている。導光板５は封止板７の基板１と反対側の面
上で基板１と対向配置されている。更に、導光板５の側方から導光板５に入射される光を
照射する入射手段２０が基板１上に設けられている。
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【００１０】
　入射手段２０から導光板５内に入射された光（図中矢印Ｂ１として表示）は、導光板５
から面状の光Ｂ２となって基板１側に向けて導光板５の有機ＥＬ素子３側の主面から照射
される。照射された導光板５からの光Ｂ２は、光を透過する有機ＥＬ素子３を透過して外
部に取り出される。有機ＥＬ素子３において発生した光（シースルー光Ａ）も基板１側に
向けて照射される。したがって、導光板５から光Ｂ２を照射させた状態でシースルー光Ａ
を点灯又は消灯させることにより、二色表示による画像表示が可能である。このとき、導
光板５の光及び有機ＥＬ素子３の光の色調、発光強度等をそれぞれ独立に制御することに
より、表示色の色味を調整することも可能である。また、導光板５から光Ｂ２を照射させ
ずにシースルー光Ａのみを取り出すことも可能である。本実施形態によれば、カラーフィ
ルターを用いたり、発光色の異なる有機ＥＬ素子を組合わせたりすることなく、単純な構
成でありながら多色表示が可能であり、省電力で高輝度を発現することができる。
【００１１】
　一体に形成された導光板５は有機ＥＬ素子３の発光する部分である有機層３０の主面全
体を覆っており、導光板５からの光Ｂ２は有機層３０の主面全体にわたって照射される。
これにより、光Ｂ２が均一に取り出され、優れた視認性が得られる。
【００１２】
　なお、液晶表示装置において用いられるバックライトと、本実施形態の導光板（照射部
）５とは、装置の背面側から光を照射する面光源であるという機能の点では同様のもので
はあるものの、画像表示に関わる作用が両者で全く異なる。周知のように、液晶表示装置
の場合、液晶自体は発光作用を有するものではなく、液晶とは別の光源から供給された光
の透過を液晶によって制御することで画像表示が行われる。すなわち、液晶表示装置の場
合は画像表示のための光源が必須であり、その光源としてバックライトが一般に用いられ
ている。多色表示する液晶表示装置の場合はカラーフィルターが通常用いられており、こ
の場合バックライトは基本的には白色光を発光する。一方、有機ＥＬを用いた表示装置の
場合、有機ＥＬ自体が発光するため、画像表示を行うという目的だけからすればバックラ
イトのような別の光源は必要とされない。これに対して、本実施形態の照射部５は、有機
ＥＬ素子３が発光する光との共同的な作用によって表示パターンに自由度を持たせながら
多色表示を可能にするという思想を実現するために設けられたものである。したがって、
照射部５が照射する光は当然ながら白色光に限られず、赤、緑、赤等の、有機ＥＬ素子が
発光する光とは色調の異なる光が照射部５から照射される。
【００１３】
　更に付言すれば、カラーフィルターを用いて多色表示する液晶装置と比較して、本実施
形態に係る表示装置は、輝度の点でも有利な効果を有する。例えばＲＧＢの三色のカラー
フィルターを用いる場合、画像表示のために同時に利用できる発光面積は発光面積全体の
１／３であるが、本実施形態に係る表示装置の場合、発光面積全体を画像表示のために同
時に利用可能である。すなわち、本実施形態に係る表示装置は、液晶表示装置の１／３の
発光強度で同等の輝度を発現することができる。
【００１４】
　入射手段２０は、導光板５の側面近傍において基板１の背面（有機ＥＬ素子３側の面）
に対して固定されている。このような構成によれば空間を有効に利用することができ、装
置の小型化の点で有利である。入射手段２０としては、所望の光を発光可能なものであれ
ば特に制限はないが、ＬＥＤ（発光ダイオード）、有機ＥＬ、無機ＥＬ、蛍光管、タング
ステンンプ等が好ましく用いられる。
【００１５】
　導光板５は、入射手段２０から入射した光によって基板１側に向けて全面発光すること
が可能なものであれば、特に制限なく用いられる。具体的には、導光板５はアクリル樹脂
等の透明材料から形成される。面状の光を効率的に照射するために、通常、導光板５の背
面には光を散乱又は反射させる手段が設けられる。例えば、導光板５の背面に光を反射さ
せる反射膜が積層されていてもよいし、導光板５の背面に凹凸が形成されていもよい。
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【００１６】
　照射部は、本実施形態のように入射手段からの光によって光を照射する導光板から構成
されるものには限定されず、例えば有機ＥＬを照射部として用いることもできる。ただし
、大きな面積で全面発光する有機ＥＬを表示欠陥無しに製造することは困難であり、特に
表示面積が大きい場合には導光板を用いた実施形態が有利である。あるいは、微小な複数
の有機ＥＬを有機ＥＬ素子３の画素部４と重なり合うようにマトリックス状に配した構成
により複数の有機ＥＬ全体で照射部として機能させることも可能である。ただしこの場合
、画素の微細化にともなって有機ＥＬを高精度で配列することは困難となるし、斜め方向
から表示画像を見たときに背面の有機ＥＬに由来して画像の輪郭が二重に見える等、視認
性の低下の問題も発生し易くなると考えられるため、導光板を用いた実施形態が好ましい
。また、導光板は装置の低コスト化の点でも有利である。
【００１７】
　有機ＥＬ素子３は、基板１上においてストライプ状にパターン化された陽極層１１と、
陽極層１１上に形成された有機層３０と、有機層３０上において陽極層１１と略直角に交
差するようにストライプ状にパターン化された陰極層１２とから構成されている。陽極層
１１と陰極層１２とでマトリックスが形成されており、両者が交差する部分で画素部４が
構成されている。
【００１８】
　有機ＥＬ素子３は、導光板５から照射された光が透過する程度の透光性を有する、いわ
ゆるシースルー型の有機ＥＬ素子である。より具体的には、有機ＥＬ素子３の画素部４、
すなわち陽極層１１及び陰極層１２が形成されている部分における光透過率は、導光板５
からの光Ｂ２の波長域、より具体的には４５０～６５０ｎｍの波長域において通常は０．
１％以上である。この光透過率は３３％以上であることが好ましく、４０％以上であるこ
とがより好ましい。光透過率が３３％以上であれば、３色のカラーフィルターを用いた表
示装置と比較して、発光強度を高めることなくより大きな輝度を得ることが可能になる。
光透過率の上限は特に制限は無いが、通常は９５％程度である。
【００１９】
　陽極層１１、有機層３０及び陰極層１２は、それぞれ、厚さ方向に光を透過するように
形成されている。当業者には理解されるように、それぞれの層の材料として透明な材料を
用いたり、各層の厚さを十分に薄くすることにより、透光性を有する層を形成させること
ができる。これにより、有機ＥＬ素子３は全体として透光性を有する有機ＥＬ素子として
機能する。
【００２０】
　図３は、有機ＥＬ素子３の画素部４を示す断面図である。画素部４は、陽極層１１、有
機層３０、無機電子注入層３４及び陰極層１２が基板１側からこの順で積層された積層構
成を有する。
【００２１】
　陽極層１１は酸化インジウム系透明電極である。酸化インジウム系透明電極は、錫ドー
プ酸化インジウム（ＩＴＯ）、亜鉛ドープ酸化インジウム（ＩＺＯ）等の酸化インジウム
系の材料から構成されている。陽極層１１の厚さは、好ましくは５０～５００ｎｍ、より
好ましくは５０～３００ｎｍである。陽極層１１は、フォトレジストを用いたフォトリソ
グラフィー等の通常用いられている方法によってストライプ状にパターン化される。
【００２２】
　陰極層１２は、十分な透光性を有し、有機ＥＬ素子の陰極として機能するものであれば
特に制限はされない。陰極層１２としては、例えば、金属薄膜、ＺｎＯ系透明電極等の透
光性を有する導電性材料の層、又はこれらの組み合わせを採用することができる。陰極層
１２は単層であってもよいし複数の層から構成されていてもよい。陰極層１２は光が透過
するように十分に薄く形成されている。具体的には、陰極層１２の厚さは、透光性を確保
するために２～５００ｎｍ程度とされる。
【００２３】
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　金属薄膜の場合、例えば、ＭｇＡｇ膜とＡｇ膜が積層された積層体から陰極層１２が構
成される。金属薄膜は、蒸着法、スパッタ法、電子ビーム蒸着法、イオンプレーティング
法等の方法により形成される。ＺｎＯ系透明電極としては、ＺｎＯ高原子価金属イオン種
がドーピングされたものが好ましい。ドーパントとしては、３価のＩＩＩ族元素、又は４
価のＩＶ族元素が好ましく用いられる。具体的にはＢ、Ａｌ、Ｇａ及びＩｎから選ばれる
３価のＩＩＩ－Ｂ族元素、Ｓｉ及びＧｅから選ばれる４価のＩＶ－Ｂ族元素が挙げられる
。これらのドーパントは単独で用いてもよいし、２種以上を混合して用いてもよい。また
、ＺｎＯ系透明電極を用いる場合、ＺｎＯ系透明電極と酸化インジウム系透明電極とを積
層した２層構造の電極を陰極層として用いることもできる。ＺｎＯ系透明電極は、例えば
、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的、化学的薄膜形成方法により形
成することができる。あるいは、陰極層は金属薄膜上に酸化インジウム系の膜を積層した
積層構造を有していてもよい。この場合、金属薄膜はインジウム膜が好ましい。陰極層１
２は、フォトレジストを用いたフォトリソグラフィー等の通常用いられている方法によっ
てストライプ状にパターン化される。
【００２４】
　陰極層は、十分な透光性を有する限り上記のような構成に限定されないが、高い発光効
率を得る点から、陰極層のうち無機電子注入層又は有機層に隣接する層はＩＴＯよりも低
い仕事関数を有していることが好ましい。具体的には、陰極層のうち無機電子注入層又は
有機層に隣接する層の仕事関数は好ましくは５．５ｅＶ以下、より好ましくは４．５ｅＶ
以下、更に好ましくは４．４５ｅＶ以下である。その下限は特に制限されるものではない
が、通常２．０ｅＶ程度である。
【００２５】
　陰極層１２の光透過率は、導光板５からの光Ｂ２の波長域、より具体的には４５０～６
５０ｎｍの波長域において、２０％以上であることが好ましく、７０％以上であることが
より好ましく、８０％以上であることが更に好ましい。陰極層１２の光透過率が２０％未
満であると、有機ＥＬ素子３に十分な透光性を付与することが困難になる傾向にある。
【００２６】
　有機層３０は、ホール注入輸送層３１、発光層３２及び有機電子輸送層３３が陽極層１
１側からこの順で積層された積層構成を有する。無機電子注入層３４は有機層３０と陰極
層１２との間に介在している。無機電子注入層３４は陰極層１２が形成されていない部分
の有機層３０の表面を含めて有機層３０の全面を覆っていてもよいし、陰極層１２が形成
されている部分だけに形成されていてもよい。陰極層１２が電子注入機能を有している場
合、無機電子注入層３４は設けられていなくてもよい。
【００２７】
　ホール注入輸送層３１は、陽極層１１からのホールの注入を容易にする機能、ホールを
安定に輸送する機能等を有する層である。ホール注入輸送層３１を構成する材料としては
、例えば、トリフェニルジアミン（ＴＰＤ）、芳香族三級アミン、ヒドラゾン誘導体、カ
ルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、アミノ基を有するオキサ
ジアゾール誘導体、ポリチオフェンが用いられる。これらの化合物は、１種のみを用いて
も２種以上を併用してもよい。ホール注入輸送層の厚さは、通常、発光層３２の厚さ対し
て１／１０～１０倍程度とされる。
【００２８】
　発光層３２は、発光機能を有する蛍光性物質を含有しており、発光層３２においてホー
ルと電子の再結合によって励起子が生成する。蛍光性物質は公知のものから適宜選択して
用いられる。蛍光性物質の具体例としては、ルブレン、キナクリドン、スチリル系色素、
キノリン誘導体、テトラフェニルブタジエン、アントラセン、ペリレン、コロネン、１２
－フタロペリノン誘導体、フェニルアントラセン誘導体、及びテトラアリールエテン誘導
体が挙げられる。発光層３２においては、好ましくは、ドーパントとしての蛍光性物質と
、ホスト物質とを組合わせて用いられる。ホスト物質としてはキノリノラト錯体が好まし
く、キノリノラト錯体の中でもトリス（８－キノリノラト）アルミニウム（Ａｌｑ３）が
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特に好ましい。
【００２９】
　有機電子輸送層３３は、無機電子注入層３４からの電子の注入を容易にする機能、電子
を安定に輸送する機能及びホールの注入を妨げる機能を有する層である。有機電子輸送層
３３は、Ａｌｑ３等の電子輸送性化合物を含有する。
【００３０】
　無機電子注入層３４は、フッ化リチウム（ＬｉＦ）等のアルカリ金属フッ化物、又は、
酸化リチウム（Ｌｉ2Ｏ）、酸化ルビジウム（Ｒｂ2Ｏ）、酸化カリウム（Ｋ2Ｏ）、酸化
ナトリウム（Ｎａ2Ｏ）、酸化セシウム（Ｃｓ2Ｏ）、酸化ストロンチウム（ＳｒＯ）、酸
化マグネシウム（ＭｇＯ）及び酸化カルシウム（ＣａＯ）等の金属酸化物を主成分として
含有する。
【００３１】
　ホール注入輸送層３１、発光層３２、有機電子輸送層３３及び無機電子注入層３４は、
均質な薄膜が形成できることから、真空蒸着法を用いて形成することが好ましい。真空蒸
着の条件は特に限定されないが、１０－４Ｐａ以下の真空度とし、蒸着速度は０．０１～
１ｎｍ／秒程度とすることが好ましい。また、真空中で連続して各層を形成することが好
ましい。真空中で連続して形成すれば、各層の界面に不純物が吸着することが防止される
。きる。
【００３２】
　本発明で用いられる有機ＥＬ素子は、上記実施形態のような構成に限定されず、所望の
発光色等に応じて有機層の構成等を適宜変更することができる。上記実施形態とは逆に、
陰極層を基板側、陽極層を背面側に配置した構成を採用することもできる。
【００３３】
　基板１は、光に対して透過性を有しており、例えば透明又は半透明の基板が基板１とし
て用いられる。好ましくは、基板１は導光板５からの光Ｂ２の波長域及び有機ＥＬ素子３
の光Ａの波長域、より具体的には４５０～６５０ｎｍの波長域において５０％以上の光透
過率を有する。この光透過率は７０％以上であることが好ましい。基板１としては、ガラ
ス、石英等の非晶質基板、ＰＥＴなどの樹脂基板を用いることができる。これらの中でも
ガラス基板が好適に用いられる。
【００３４】
　封止板７は、ガラス、石英、樹脂等の透明又は半透明材料から構成される。これらの中
でもガラスが好ましい。封止板７は接着層９を介して基板１に対して接着されている。封
止板７によって形成されている密閉空間４０にはＡｒ、Ｈｅ、Ｎ２等の不活性ガスが充填
される。
【００３５】
　接着層９は、安定した接着強度が維持され、気密性が良好なものが用いられる。接着層
９は、好ましくはカチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤から形成される
。
【００３６】
　本発明に係る表示装置は、以上説明した実施形態に限定されないことは言うまでもない
。例えば、図４に示される表示装置１０１のように、照射部の入射手段２０が導光板５の
対向する側面に沿って２つ設けられていてもよい。また、封止板を用いるのに代えて、例
えば、膜、樹脂、接着剤によって有機ＥＬ素子を覆った構成を採用することもできる。
【実施例】
【００３７】
　以下、実施例を挙げて本発明についてより具体的に説明する。ただし、本発明は以下の
実施例に限定されるものではない。
【００３８】
　図１、２に示す表示装置と同様の構成を有する表示装置を作製し、画像表示を試みる実
験を行った。陽極層（厚さ１００ｎｍ）にＩＴＯ、ホール注入輸送層（厚さ４０ｎｍ）に
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ｎｍ）にＡｌｑ３、無機電子注入層（０．５ｎｍ）にＬｉＦを用い、陰極層をＭｇＡｇ膜
（厚さ３ｎｍ）及びＡｇ膜（厚さ１２ｎｍ）の二層構造として、黄色の光を発光する有機
ＥＬ素子（１２０×３６ドット）を形成させた。青色の無機ＬＥＤを入射手段として用い
、アクリル樹脂を加工して平板化した導光板を導光板として用いた。表示エリアは８．２
×２４．４ｍｍ、画素ピッチは０．２２８×０．２２８ｍｍであった。
【００３９】
　形成された有機ＥＬ素子の４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長域における透過率は平均で４
０％であった。
【００４０】
　作製した表示装置において、所定の文字が表示されるように有機ＥＬ素子の画素部の一
部を点灯させ、有機ＥＬ素子の光の約３倍の発光強度で青色ＬＥＤを発光させたところ、
青色の背景に白色の文字が表示された画像が良好な視認性で明瞭に表示された。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明に係る表示装置は、情報表示パネル、自動車の計器パネル、カーオーディオ用デ
ィスプレイ動画・静止画を表示するフラットパネルディスプレイ等のディスプレイ用途に
好適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】表示装置の一実施形態を示す平面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図３】有機ＥＬ素子の一実施形態を示す断面図である。
【図４】表示装置の一実施形態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１…基板、３…有機ＥＬ素子、４…画素部、５…導光板（照射部）、７…封止板、９…
接着層、１１…陽極層、１２…陰極層、２０…入射手段、３０…有機層、３１…ホール注
入輸送層、３２…発光層、３３…有機電子輸送層、３４…無機電子注入層、１００…表示
装置、１０１…表示装置。
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